
 

一般社団法人電波産業会 

電磁 環境委員会 規程  

 

 

１９９７年(平成９年)９月２５日第４回通常総会制定 

   ２ ０ １ ９ 年 ６ 月 ２ ５ 日 第 ９ 回 定 時 総 会 改 正 

２ ０ ２ ２ 年 ６ 月 ２ ８ 日 第 １ ２ 回 定 時 総 会 改 正 

 

 

 （目的） 

第１条 一般社団法人電波産業会（以下「当会」という。）定款第４２条の規定に基づき、

当会の電磁環境委員会（以下「委員会」という。）については、この規程の定めるとこ

ろによる。 

 （任務） 

第２条 委員会は、電波の利用に伴う電磁環境問題について調査研究及び普及・啓発活動

を行い、もって、電波の利用促進に寄与する。 

 （構成） 

第３条 委員会は、次条の第１項及び第２項に規定する委員及び特別委員により構成する。 

 （委員） 

第４条 委員は、委員会への参加を希望する者（その者が法人又はその他の団体（以下「法

人等」という。）である場合にあっては、その法人等が指定する者）のうちから、会長

が委嘱する。 

２ 会長は、必要に応じ、学識経験者のうちから特別委員を委嘱することができる。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会には、委員長１名及び副委員長３名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員及び特別委員のうちから、会長が委嘱する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代

行する。 

 （委員長及び副委員長の任期） 

第６条 委員長及び副委員長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員長及び副委員長は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで



 

は、その職務を行わなければならない。 

 （顧問） 

第６条の２ 委員会には、顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、学識経験者に対して会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長の諮問に応じ、又は意見を提出する。 

４ 顧問の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 （委員会の経費） 

第７条 委員会の通常の運営に必要な経費及び委員会が特別の活動を行うにあたり必要な

経費を、それぞれ通常会費及び特別会費（以下「会費」という。）として徴収する。 

２ 通常会費は一口年額５０万円とし、特別会費は委員会が議決した額とする。 

３ 委員は、通常会費については当会定款第４６条に規定する事業年度ごとに、特別会費

については委員会が議決したところにより、当会に納入しなければならない。 

４ 既に納入した委員会の会費は、これを返還しない。 

 （退任等） 

第８条 委員は、死亡、解嘱、届出又は当該委員を指定した法人等の解散若しくは破産に

より退任する。 

２ 委員が１年以上委員会会費を納入しないときには、会長は当該委員の委嘱を取り消す

ものとする。 

 （開催） 

第９条 委員会は、必要に応じ、委員長の招集により開催する。 

 （庶務） 

第１０条 委員会の庶務は、当会の事務局が行う。 

 （委員会への委任） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員会に

おいて別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成９年９月２５日から施行する。 

附 則 （平成１９年６月２７日第２４回通常総会改正） 

 この規程の改正は、平成１９月６月２７日から施行する。 



 

   附 則 （平成２１年１２月１１日第３回臨時総会改正） 

  この規程の改正は、一般社団法人への移行の日（平成２３年４月１日）から施行す

る。 

   附 則 （２０１９年６月２５日第９回定時総会改正） 

  この規程の改正は、２０１９年６月２５日から施行する。 

附 則 （２０２２年６月２８日第１２回定時総会改正） 

この規程の改正は、２０２２年６月２８日から施行する。 

 

 


